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※平成２８年分につき住宅借入金等特別控除を確定申告で受けた給与所得者の方には、平成２９年１０月頃に税務署からこの記載例が送付されます。

全て
します。（住宅借入金等の借換えを行った場合又は連帯債務による住宅借入金等
の年末残高がある場合は、右の説明をご覧ください。）

お尋ねください。

は、下部の証明事項の◯・○・○・○の面積及びその割合を記入します。ハ ニ ヘ ト

額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額、申告分
離課税の上場株式等に係る配当所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所
得金額及び退職所得金額の合計額です。
　ただし、純損失や雑損失の繰越控除、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越
控除、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除、
特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除又は先物取引の差金等決済に係
る損失の繰越控除の適用を受けている場合には、その適用前の金額をいいます。

　連帯債務による住宅借入金等の年末残高がある場合には、次の設例を参考に連帯債務に
よる住宅借入金等のうちあなたの負担すべき部分の年末残高を計算し、控除申告書①欄又
は⑥欄に転記します。

【住宅借入金等の借換えを行った場合】 

（注）　「あなたの負担すべき割合」については、原則として、計算明細書の④欄によります。

　住宅借入金等の借換えをした場合において、借換えによる新たな住宅借入金等（一定の要
件を満たすものに限ります。）の当初金額が借換え直前の当初住宅借入金等残高を上回って
いる場合には、次により計算した金額を控除申告書①欄又は⑥欄に記入します。

本年の住宅借入金等の年末残高×
借換え直前の当初住宅借入金等残高

借換えによる新たな住宅借入金等の当初金額

　控除申告書Ⓒ欄の③の記入に当たっては、Ⓐ欄の③の割合とⒷ欄の③の割合や⑧の割合とⒷ欄
の③の割合が、同じ場合はⒶ欄の③の割合又は⑧の割合を書き、異なる場合はⒸ欄の③は記入を
省略して、Ⓒ欄の⑤に下の算式により計算した i とⅱとの金額の合計額を書きます（下の算式に
より計算した場合には「備考」欄の書き方も参照してください。）。

⑧欄は、下部の証明事項の○・○の金額及びその割合をそれぞれ記入します。リ ヌ

引き続き控除を
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（中央の証明書兼申告書は、この設例に基づいて記載しています。）

【連帯債務による住宅借入金等の年末残高がある場合】

この欄は控除申告書の提出を受けた給与の支払者が記載します。


